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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第13期

第１四半期連結
累計期間

第14期
第１四半期連結
累計期間

第13期

会計期間

自平成23年
10月１日
至平成23年
12月31日

自平成24年
10月１日
至平成24年
12月31日

自平成23年
10月１日
至平成24年
９月30日

売上高 （千円） 1,619,4061,757,1176,532,916

経常利益 （千円） 23,944 30,415 12,267

四半期純利益又は当期純損失

（△）
（千円） 241 11,681 △48,230

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △43,108 51,199 △2,618

純資産額
（千円）

　
2,660,5652,698,5302,700,454

総資産額 （千円） 7,165,6257,057,6617,019,018

１株当たり四半期純利益又は１株

当たり当期純損失（△）
（円） 0.02 1.10 △4.54

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％）　 37.1 38.2 38.5

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在していないため記載しており

ません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

EDINET提出書類

マルマン株式会社(E02476)

四半期報告書

 2/17



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに生じた事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

  

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績の分析

　当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興需要等により緩やかな回復基調で推移しま

したが、欧州経済の停滞や新興国の景気減速などもあり、依然不透明な状況が続いております。

　当社グループにおいては、国内におけるゴルフ用品市場の低迷が続き、厳しい市場環境に直面いたしております。ま

た健康食品業界においては、市場の安定的な成長が見込まれるものの、店頭売上比率の減少等により、新たな販売ルー

トの確立が求められております。

　このような状況の下、当社では、2013年以降予定している新商品の発売を控え、宣伝活動の強化などにより既存商品

の店頭売上に力を入れると共に、海外での受注活動に取り組んでまいりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が1,757百万円（前年同四半期比8.5％増）となりました。し

かし、販売促進及び広告関連にかかる費用が増加したことなどにより、営業損失が22百万円（前年同四半期は営業利

益17百万円）となりました。なお経常利益は為替差益の計上等により30百万円（前年同四半期比27.0％増）、四半期

純利益は11百万円（前年同四半期は四半期純利益0百万円）となりました。

　

当第１四半期連結累計期間のセグメントの業績は、次の通りであります。　

　

（国内ゴルフ事業）　

　国内ゴルフ事業は、主力ブランド「マジェスティ」を中心に、「メガ・シャトルＡｉｒ」など2012年発売の商品につ

いて、新聞広告と全国での販売キャンペーンを展開し、重点的な販売促進活動を行ってまいりました。しかし、市場全

体の縮小が続いている中、当社商品も売上の減少傾向が続き、業績が低迷しました。

　当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が495百万円（前年同四半期比20.3％減）、営業損失が15百万円（前年

同四半期は営業利益18百万円）となりました。

　

（健康食品関連事業）　

　健康食品関連事業では、ダイエット系商品及び美容系商品を中心に健康食品分野での販売を強化してまいりました。

しかし、利益率の高い禁煙関連商品の売上が低迷したこと、また広告宣伝関連費用が増加したことなどにより売上、利

益とも減少いたしました。

　健康食品関連事業の当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が442百万円（前年同四半期比4.6％減）、営業損失

が23百万円（前年同四半期は営業損失19百万円）となりました。

　

（輸出関連事業）

　輸出関連事業は、アジア地域の受注が低迷したものの、北米での受注が増加したことなどにより、全体として売上は

増加しました。

　当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が758百万円（前年同四半期比57.3％増）、営業利益が36百万円（前年

同四半期比35.2％減）となりました。

　

　（ゴルフ場運営事業）

　　ゴルフ場関連事業は、茨城県常陸太田市に「新・西山荘カントリー倶楽部」を保有し、ゴルフ場の運営を行ってお

りますが、東日本大震災及び東京電力福島第一原発の事故発生以降、来場者数の減少が続き、売上、利益とも低調に推

移しました。

　当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が89百万円（前年同四半期比2.6％減）、営業損失が２百万円（前年同

四半期は営業利益２百万円）となりました。
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（2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ38百万円増加し、7,057百万円となりま

した。これは主に棚卸資産が78百万円、現金及び預金が60百万円、繰延税金資産が54百万円減少したものの、受取手

形及び売掛金が248百万円増加したことなどによるものであります。 

　負債は前連結会計年度末に比べ40百万円増加し、4,359百万円となりました。これは主に長期及び短期借入金が90

百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が146百万円増加したことなどによるものであります。

　純資産は前連結会計年度末に比べ1百万円減少し、2,698百万円となりました。これは主に四半期純利益の計上11百

万円、繰延ヘッジ損益の増加35百万円に対し、剰余金の配当53百万円を行ったことなどによるものであります。

　 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあ

りません。

 

（4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、7,755千円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、研究開発活動に重要な変更はありません。

　

EDINET提出書類

マルマン株式会社(E02476)

四半期報告書

 4/17



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 32,500,000

計 32,500,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,625,000 10,625,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 10,625,000 10,625,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成24年10月１日～

平成24年12月31日
－ 10,625,000 － 1,046,500 － 612,137

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　　　300 － －　

完全議決権株式（その他） 普通株式 　10,623,900 106,239 －

単元未満株式 普通株式　　　　　800 － －

発行済株式総数 　　       10,625,000 － －

総株主の議決権 － 106,239 －

（注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式80株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

マルマン株式会社
東京都千代田区外神

田1-８-13
300 － 300 0.00

計 － 300 － 300 0.00

（注）当第１四半期末現在の自己株式数は、380株であります。
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について清和監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 700,720 639,947

受取手形及び売掛金 ※1
 1,476,233

※1
 1,724,301

商品及び製品 1,104,162 1,042,974

仕掛品 53,180 46,988

原材料及び貯蔵品 856,575 845,102

繰延税金資産 135,878 163,077

その他 321,035 302,029

貸倒引当金 △90,469 △93,717

流動資産合計 4,557,316 4,670,704

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 253,268 252,940

土地 764,786 764,786

その他（純額） 84,897 77,522

有形固定資産合計 1,102,952 1,095,248

無形固定資産 15,972 14,626

投資その他の資産

投資有価証券 663,225 662,760

繰延税金資産 317,071 235,158

その他 432,131 447,511

貸倒引当金 △83,771 △81,762

投資その他の資産合計 1,328,656 1,263,667

固定資産合計 2,447,581 2,373,543

繰延資産

開業費 14,119 13,413

繰延資産合計 14,119 13,413

資産合計 7,019,018 7,057,661
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 1,055,725

※1
 1,202,446

短期借入金 2,063,991 2,002,219

リース債務 6,316 6,430

未払法人税等 18,151 5,915

製品保証引当金 － 13,621

賞与引当金 － 1,854

返品調整引当金 61,835 55,149

その他 335,619 348,044

流動負債合計 3,541,639 3,635,681

固定負債

長期借入金 664,600 635,830

製品保証引当金 26,222 12,252

リース債務 10,223 8,472

資産除去債務 8,753 8,757

その他 67,125 58,136

固定負債合計 776,924 723,449

負債合計 4,318,563 4,359,130

純資産の部

株主資本

資本金 1,046,500 1,046,500

資本剰余金 612,137 612,137

利益剰余金 1,280,112 1,238,670

自己株式 △160 △160

株主資本合計 2,938,590 2,897,148

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 △5

繰延ヘッジ損益 △66,590 △31,456

為替換算調整勘定 △171,545 △167,155

その他の包括利益累計額合計 △238,135 △198,617

純資産合計 2,700,454 2,698,530

負債純資産合計 7,019,018 7,057,661
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成23年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 1,619,406 1,757,117

売上原価 970,290 1,033,425

売上総利益 649,115 723,692

販売費及び一般管理費 631,249 746,023

営業利益又は営業損失（△） 17,865 △22,331

営業外収益

受取利息 2,248 2,141

為替差益 4,012 64,423

負ののれん償却額 8,989 8,989

持分法による投資利益 13,179 7,622

その他 14,918 4,181

営業外収益合計 43,348 87,358

営業外費用

支払利息 33,432 30,706

その他 3,837 3,905

営業外費用合計 37,269 34,611

経常利益 23,944 30,415

特別利益

受取補償金 － 25,000

その他 － 862

特別利益合計 － 25,862

特別損失

固定資産除却損 1,966 4,024

貸倒引当金繰入額 5,040 －

長期前払費用償却 － 2,474

その他 170 －

特別損失合計 7,177 6,499

税金等調整前四半期純利益 16,767 49,778

法人税、住民税及び事業税 2,544 2,544

法人税等調整額 13,980 35,553

法人税等合計 16,525 38,097

少数株主損益調整前四半期純利益 241 11,681

四半期純利益 241 11,681
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成23年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 241 11,681

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △5

繰延ヘッジ損益 6,591 35,134

為替換算調整勘定 － △304

持分法適用会社に対する持分相当額 △49,942 4,694

その他の包括利益合計 △43,350 39,518

四半期包括利益 △43,108 51,199

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △43,108 51,199

少数株主に係る四半期包括利益 － －

EDINET提出書類

マルマン株式会社(E02476)

四半期報告書

12/17



【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当

第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、当第１

四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成24年９月30日）

当第１四半期連結会計期間

（平成24年12月31日）

　受取手形 4,780千円　 17,668千円　

　支払手形 150,514千円　 142,572千円　

　

　　　２　受取手形割引高　

　
前連結会計年度

（平成24年９月30日）

当第１四半期連結会計期間

（平成24年12月31日）

　受取手形割引高 69,706千円　 85,458千円　

　

（四半期連結損益計算書関係）

　　　　該当事項はありません。　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負ののれんの償却額は、次のとおりで

あります。

　

前第１四半期連結累計期間

（自　平成23年10月１日

　　至　平成23年12月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成24年10月１日

　　至　平成24年12月31日）

　減価償却費 23,521千円　 18,171千円　

　負ののれんの償却額 △8,989千円　 △8,989千円　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成23年12月31日）

配当金支払額

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年10月１日　至　平成24年12月31日）

配当金支払額

　　 （決議）　　 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成24年11月12日　

取締役会　
普通株式 53　 利益剰余金 5　 平成24年９月30日平成24年12月25日
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成23年10月１日　至平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：千円）

　

報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

国内ゴル

フ事業　

健康食品

関連事業

輸出関連

事業　

ゴルフ場

運営事業
計

売上高　

　外部顧客への売上高

　

619,964

　

463,835

　

482,508

　

91,904

　

1,658,213

　

△38,807

　

1,619,406

セグメント間の内部売上

高又は振替高　
　1,039 　－ 　－ 　－ 　1,039△1,039　 －　

計 621,004463,835482,50891,9041,659,253△39,8461,619,406

セグメント利益又は損失

（△）　
　18,746

△19,830

　
　55,638　2,117　56,672△38,807　17,865

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額△38,807千円は、セグメント間取引消去であります。

　　　２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　　

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

（固定資産に関する重要な減損損失）

　該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

（重要な負ののれんの発生益）

　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成24年10月１日　至平成24年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：千円）

　

報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

国内ゴル

フ事業　

健康食品

関連事業

輸出関連

事業　

ゴルフ場

運営事業
計

売上高　

　外部顧客への売上高

　

491,789

　

442,538

　

758,893

　

89,497

　

1,782,718

　

△25,600

　

1,757,117

セグメント間の内部売上

高又は振替高　
　3,382 　－ 　－ 　－ 　3,382△3,382　 －　

計 495,172442,538758,89389,4971,786,100△28,9831,757,117

セグメント利益又は損失

（△）　
△15,018△23,58536,077△2,919△5,447△16,884　△22,331

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額△16,884千円は、セグメント間取引消去であります。

　　　２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。　　

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

（固定資産に関する重要な減損損失）

　該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

（重要な負ののれんの発生益）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成23年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 0円2銭 1円10銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 241 11,681

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 241 11,681

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,624 10,624

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。 

 

２【その他】

　平成24年11月12日開催の取締役会において、次の通り剰余金の配当を行うことを決議しました。

　（イ）配当金の総額……………………………………53百万円 

　（ロ）１株当たりの金額………………………………５円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………平成24年12月25日

（注）　平成24年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年２月14日

マルマン株式会社

取締役会　御中

清和監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 南方　　美千雄　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 江黒　　崇史　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマルマン株式会社

の平成24年10月１日から平成25年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、マルマン株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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